
   

 

調査計画 

１ 調査の名称 

  経済センサス‐基礎調査 

 

２ 調査の目的 

本調査は、事業所及び企業の活動の状態を調査し、事業所母集団データベースの整備に資するとともに、我

が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにすることを目的

とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 ■事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

  ① 甲調査 

    日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所。 

ただし、国及び地方公共団体の事業所、次に掲げる事業所及び雇用者のいない個人経営の事業所を除

く。 

   ア 「大分類Ａ－農業，林業」に属する事業所で個人の経営に係るもの 

   イ 「大分類Ｂ－漁業」に属する事業所で個人の経営に係るもの 

   ウ 「大分類Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業」のうち、「中分類79－その他の生活関連サービス業」

（「小分類792－家事サービス業」に限る。）に属する事業所 

   エ 「大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）」のうち、「中分類96－外国公務」に属する事

業所 

  ② 乙調査 

    国及び地方公共団体の事業所 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  ① 甲調査 

    約600万事業所 

  ② 乙調査 

    約14万事業所 

（２）報告者の選定方法（■全数 □無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

   調査実施時期に利用可能な最新の事業所母集団データベースの情報に、調査実施直前までの行政記録情

報（商業・法人登記及び労働保険情報）等を反映した情報を母集団として、調査対象の範囲に示した事業

所の全数を報告者とする。 
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（３）報告義務者 

    報告者となる事業所の管理責任者、ただし、支所となる事業所を有する企業においては、当該企業の

本所事業所の管理責任者 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１） 報告を求める事項 

  ① 甲調査 

ア 調査票Ａ（支所となる事業所を有する企業等） 

(ア) 名称及び電話番号 

(ｲ) 所在地 

(ｳ) 法人番号 

(ｴ) 経営組織 

(ｵ) 企業・団体全体の主な事業の内容 

(ｶ) 企業・団体全体の年間総売上（収入）金額 

(ｷ) 資本金又は出資金・基金の額 

(ｸ) 企業傘下の事業所の名称及び電話番号 

(ｹ) 企業傘下の事業所の所在地 

(ｺ) 企業傘下の事業所の従業者数 

(ｻ) 企業傘下の事業所の主な事業の内容 

(ｼ) 企業傘下の事業所の年間総売上（収入）金額 

(ｽ) 企業傘下の事業所の開設時期 

 

イ 調査票Ｂ（上記ア以外） 

(ア) 事業所の名称及び電話番号 

(ｲ) 事業所の所在地 

(ｳ) 法人番号 

(ｴ) 経営組織 

(ｵ) 単独事業所、本所等、支所等の別 

(ｶ) 本所・本社・本店の名称、電話番号、所在地 

(ｷ) 事業所の従業者数 

(ｸ) 事業所の主な事業の内容 

(ｹ) 事業所の年間総売上（収入）金額 

(ｺ) 事業所の開設時期 

(ｻ) 資本金又は出資金・基金の額 

(ｼ) 企業・団体全体の主な事業の内容 

(ｽ) 企業・団体全体の年間総売上（収入）金額 
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    ② 乙調査 

ア 既存の事業所に関する事項 

(ア) 名称及び電話番号 

(ｲ) 所在地 

(ｳ) 活動状態 

   イ 新規に把握した事業所に関する事項 

(ア) 名称及び電話番号 

(ｲ) 所在地 

(ｳ) 活動状態 

(ｴ) 職員数 

(ｵ) 主な事業の内容 

 

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 

 ・名称及び電話番号、所在地、法人番号については、事業所の本所と支所の名寄せや重複確認に用いると

ともに、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させるために用いるものであり、

集計は行わない。 

   ・消費税の税込み記入・税抜き記入の別は、集計の過程で、消費税抜きの回答を「統計調査における売上

高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン（平成 27 年５月 19 日 各府省統計主管課長等

会議申合せ）」に基づき、消費税込みに補正するために用いるものであり、集計は行わない。 

   ・開設時期は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させるために用いるものであ

り、集計は行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

  ① 甲調査 

    令和６年６月１日現在 

ただし、上記５（１）①ア(ｶ)及び(ｼ)並びにイ(ｹ)及び(ｽ)については、令和５年１月１日から 12月 31 

日までの１年間とする。 

  ② 乙調査 

    調査実施年の６月１日現在 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

  ① 甲調査 

総務省－調査実施事業者－報告者 

  ② 乙調査 
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   ア 国の事業所 

     総務省－報告者 

   イ 都道府県の事業所 

     総務省－都道府県－報告者 

   ウ 市町村の事業所 

     総務省－都道府県－市町村－報告者 

 

（２）調査方法 

  ① 甲調査 

■郵送調査  ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム ■独自のシステム（政府統計オン

ラインサポートシステム：政府統計に関するオンライン回答サポート対象企業に向けたシステム） 

□電子メール）□調査員調査 □その他（    ） 

  ② 乙調査 

    □郵送調査  ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム ■電子メー

ル）□調査員調査 □その他（    ） 

〔調査方法の概要〕 

 【甲調査】 

 ア 調査票の送付及び回収 

総務省が業務を委託した調査実施事業者が調査票を郵送し、オンライン又は郵送で回収することによ

り行う。 

   イ 他統計調査からのデータ移送 

    ①報告者となる事業所のうち経済構造実態調査規則（平成 31年総務省・経済産業省令第１号）第６条第

１項に規定する企業に該当するものに係る経済センサス‐基礎調査は、６（２）のアの規定にかかわ

らず、総務大臣が、同規則第９条第１項の規定により総務大臣及び経済産業大臣が回収した経済構造

実態調査の調査票から同規則第７条第１項第１号イからホまで、ト及びカからソまで、ネに掲げる事

項に関する内容を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に記録することによって行う。 

    ②報告者となる事業所のうち経済構造実態調査規則（平成 31年総務省・経済産業省令第１号）第６条第

２項に規定する事業所に該当するものに係る経済センサス‐基礎調査は、６（２）のアの規定にかか

わらず、総務大臣が、同規則第９条第１項の規定により総務大臣及び経済産業大臣が回収した経済構

造実態調査の調査票から同規則第７条第１項第２号イからホまで、ヌ、ルに掲げる事項に関する内容

を電磁的記録に記録することによって行う。 

    ③報告者となる事業所のうち個人企業経済調査規則（昭和 50 年総理府令第５号）第５条に規定する事

業所に該当するものに係る経済センサス‐基礎調査は、６（２）のアの規定にかかわらず、総務大臣

が、同規則第７条第１項の規定により総務大臣が回収した個人企業経済調査の調査票から同規則第６

条第１項第３号ロのうち売上金額、トに掲げる事項に関する内容を電磁的記録に記録することによっ
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て行う。 

     ※ 上記イ①、②及び③において、経済構造実態調査及び個人企業経済調査の調査票から電磁的

記録に記録することとしている事項を規定する条、項又は号の繰り上げ又は繰り下げが生じた

場合は、改正前の条、項又は号は、改正後の条、項又は号に読み替えるものとする。 

 

ウ 調査実施事業者に委託する業務 

  調査実施事業者に委託する業務は、経済センサス‐基礎調査における名簿の作成、調査票の作成・送

付・回収、督促、照会対応等に係る業務とする。 

 

   【乙調査】 

   ・国の事業所にあっては総務省が、都道府県の事業所にあっては都道府県が、市町村の事業所にあって

は市町村がオンライン（政府統計共同利用システム、電子メール（政府共通ネットワーク又はＬＧＷ

ＡＮ））により「調査票乙」を配布し、オンラインで回収する方法により行う。なお、電子メールの送

受信に当たっては、調査票情報が保存されているファイルに対して、報告者ごとに異なるパスワード

を設定したセキュリティ対策を講ずることとする。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

  ① 甲調査 

□１回限り □毎月 □四半期 □１年 □２年 □３年 ■５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

  ② 乙調査 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

    ただし、経済センサス‐活動調査実施年を除く。 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

  ① 甲調査 

    令和６年５月上旬～７月下旬 

  ② 乙調査 

    毎年５月上旬～７月下旬 

 

８ 集計事項  

  別添「集計事項一覧」のとおり。 

  

９ 調査結果の公表の方法及び期日 
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（１）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） ■印刷物  □閲覧） 

（２）公表の期日 

  ① 甲調査 

   ア 速報集計 

     令和７年５月末日までに公表する。 

   イ 確報集計 

     令和７年12月末日までに公表する。 

   ② 乙調査 

     調査実施翌年の５月末日までに公表する。 

 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（              ） 

□使用しない  

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

１ 記入済み調査票 ３年 総務省統計局長 

２ 調査票の内容を記録した電磁的記録媒体 永年 総務省統計局長 

３ 企業等名簿が記録されている電磁的記録媒体 ５年 総務省統計局長 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

上記５（１）①の報告を求める事項 
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令和６年経済センサス‐基礎調査　集計事項一覧

Ⅰ　甲調査

１　速報集計

(1) 事業所に関する集計 (2) 企業等に関する集計

結果表番号 第 第 第 結果表番号 第 第 第

1 2 3 1 2 3

  集計事項等 表 表 表 　集計事項等 表 表 表

集計
対象 民営事業所（雇無し個人

1)
を除く） ○ ○ ○ 企業等（雇無し個人

1)
を除く） ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

大 大 大 ○

○ ○ ○ 大 大 大

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

売上（収入）金額 ○ ○ ○ ○

○ ○

1 5 12 ○ ○

○ ○

1 11 37 売上（収入）金額 ○

1 10 1-1

6 7 12,13

5 10
32-1
32-2

7 8 6,7

注）外国の会社及び法人でない団体を除く。

1）雇用者のいない個人経営の企業等
2）調査対象、調査事項が異なること等により、完全には一致しない場合がある。
3）第１表及び第２表は「産業横断的集計」のうち「企業等数、従業者数」の結果

表番号、第３表は同「経理事項等」の結果表番号

1）雇用者のいない個人経営の事業所
2）調査対象、調査事項が異なること等により、完全には一致しない場合がある。
3）第１表及び第２表は「産業横断的集計」のうち「事業所数、従業者数」の結果

表番号、第３表は同「売上（収入）金額等」の結果表番号

資本金階級

対応する確報の表

分
類
事
項

対応する確報の表

令和３年活動調査結果表番号
2)3)

集
計
事
項

事業所数

従業者数

うち常用雇用者

平成26年基礎調査結果表番号
2)

経営組織

従業者規模

平成26年基礎調査結果表番号
2)

令和３年活動調査結果表番号
2)3)

地
域
区
分

全国

都道府県

市区町村

産業分類

集
計
対
象

地
域
区
分

集
計
事
項

企業等数

事業所数

従業者数

うち常用雇用者

うち会社企業

全国

都道府県

市区町村

企業産業分類

経営組織

単一・複数

企業常用雇用者規模

分
類
事
項

別添
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２　確報集計

(1) 事業所に関する集計

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  集計事項等 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表

民営事業所（雇無し個人
1)
を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2) ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

中 小 小 大 小 中 中 小 中 中 中 大 小 大 小 大

中

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
# ○

○
# 3)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

売上（収入）金額 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 4 7,10 8 11 13 14 16 23 28 29 37 37 38-1 38-3 39-1 39-2

1 2 5 9 10 12 14 16 19 20 21 1-1 2-1 3-1 4-1 7-1 8-1

注）「#」箇所の分類項目同士はクロスしない。

1）雇用者のいない個人経営の事業所

2）会社（外国の会社を除く）の単独及び本所事業所のみ
3）外国の会社及び法人でない団体を除く。
4）調査対象、調査事項が異なること等により、完全には一致しない場合がある。
5）第１表から第11表は「産業横断的集計」のうち「事業所数、従業者数」の結果表番号、第12表から第17表は同「売上（収入）金額等」の結果表番号

外国の会社及び法人でない団体を除く

集
計
事
項

事業所数

従業者数

うち常用雇用者

平成26年基礎調査結果表番号
4)

分
類
事
項

産業分類

経営組織

従業者規模

常用雇用者規模

単独・本所・支所

地
域
区
分

全国

集
計
対
象

都道府県

大都市

市区町村

令和３年活動調査結果表番号
4)5)

企業産業分類

本所の所在地

企業常用雇用者規模

県庁所在市・人口30万以上市

資本金階級
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(2) 企業等に関する集計

結果表番号 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

　集計事項等 表 表 表 表 表 表 表 表 表 第 第 表 表 表 表 表 表
　

企業等（雇無し個人
1)
を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2) ○ ○ ○ ○

○
3)

○
2) ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

中 中 小 大 大 大 大 中 中 大 中 小 大 中 中 中 大

小

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
#

○ ○ ○
#

○
2) ○ ○ ○

# 2)

○
#

○ ○ ○
# 4)

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

売上（収入）金額 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 4 2
8-1
8-2

9-1
9-2

5 10 14 15 19 - 32-1 32-2
31-1
31-2

33,34
35,36

37-1 37-2

1 2 3 5 6 7 8 12 13 15 16 6 7 1,2 8 9 10

注）外国の会社及び法人でない団体を除く。

   「#」箇所の分類項目同士はクロスしない。

1）雇用者のいない個人経営の企業等

2）会社企業のみ

3) 法人のみ

4）国内複数事業所企業等のみ

5）調査対象、調査事項が異なること等により、完全には一致しない場合がある。

6）第１表から第11表は「産業横断的集計」のうち「企業等数、従業者数」の結果表番号、第12表から第17表は同「経理事項等」の結果表番号

国内支所の分布範囲

売上（収入）金額階級

うち常用雇用者

集
計
事
項

企業等数

平成26年基礎調査結果表番号
5)

令和３年活動調査結果表番号
5)6)

事業所数

従業者数

集
計
対
象

全国

分
類
事
項

企業産業分類

経営組織

企業従業者規模

資本金階級

うち国内複数事業所企業等

都道府県

市区町村

地
域
区
分 大都市

単一・複数

企業常用雇用者規模

国内支所の産業分類

国内支所数規模
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Ⅱ　乙調査

１　事業所の活動状態に関する集計 ２　新規把握事業所に関する集計

結果表番号 第 結果表番号 第
1 1

 集計事項等 表  集計事項等 表

集計
対象

○
集計
対象 国及び地方公共団体の事業所1) ○

○
地域
区分

○

○ 小

○ ○

分類
事項

○ ○

集計
事項

○ ○

○

1

1

従業者数

うち常用雇用者

令和元年以降基礎調査結果表番号

活動状態

1）事業内容等不詳を除く。
2）調査事項が異なることにより、完全には一致しな

い。

令和元年以降基礎調査結果表番号2)

事業所数

集
計
事
項

事業所数

国及び地方公共団体の事業所

地
域
区
分

全国 全国

都道府県 産業分類

市区町村 経営組織

分
類
事
項
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